
出資法人等経営評価書（公益法人等会計用） 整理番号 23 　　
　

　 令和2年7月１日現在

県所管部課

電話番号
Ｅ-mailアドレス　

千円 設立年月日

出資順位 出資額(千円)

1 300,000 50.0%

2 83,520 13.9%

3 63,540 10.6%

4 59,010 9.8%

5 33,270 5.5%

その他 60,660 10.1%

設　立
目　的

［事業の概要］ （単位：千円）

平成29年度平成30年度 1

11,600 11,600 11,600

25.3% 29.6% 26.9%

14,033 6,161 9,000

30.6% 15.7% 20.9%

1,200 2,000 3,200

2.6% 5.1% 7.4%

18,964 19,471 19,310

41.4% 49.6% 44.8%

全体事業 45,797 39,232 43,110

100.0% 100.0% 100.0%

＜ から県民のみなさまへ＞

事業２

事業３

その他
事　業

主　　な
出資者

土地改良事業推進対策
事業

事業1～3以外

　 那珂川沿岸農業水利事業を推進するため、事業完了時の国
営事業負担金の円滑な償還に向けた土地改良負担軽減対策資
金の管理・運用を行うとともに、県営かんがい排水事業について
も、当該資金を活用し、整備施設等の管理運営主体となる那珂
川沿岸土地改良区に対して事業費負担金相当額を助成する。

指定管理者

http://www.nakagawatochikairyokikinkyoukai.com

全体事業に占める割合

平成6年3月25日

ひたちなか市

出　　　　　　　資　　　　　　　者　　　　　　　名

　 那珂川沿岸地域の農業生産基盤を強化し、本県農業の持続的かつ健全な発展を図り、もって国民へ
の安定的な食料供給の確保ならびに耕作放棄の防止など、国土の保全に寄与することを目的とする。

600,000

　 当協会は、那珂川沿岸地域の農業生産基盤を強化し、本県農業の持続的かつ健全な発展を図り、もって国民への
安定的な食料供給の確保ならびに耕作放棄地発生防止など、国土の保全に寄与することを目的として、各種事業を
実施しています。
　 例年、畑地かんがいを活用した産地育成のための推進活動では、優良事例地区の視察研修や農業用水を活用した
畑地の現地視察及び実証農家の方々との意見交換などを行っております。
　 また、営農推進講演会では、県内の畑地かんがい先駆的実践者、農学博士、農協代表理事組合長、畑地基盤整備
事業実施地区役員、先進的大規模稲作経営者など多方面の方から毎年御講演いただいておりますので、ご参会いた
だければ幸いです。
　 基金協会では、ホームページを開設しております。皆様にとって有益な情報の発信に努めてまいりますので、今後と
も当協会の活動に御理解と御協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年２月　　理事長　鈴木　 昭

出資比率

水戸市

茨城町

内　　　　　　　　　　　　容

管理運営主体の強化育
成対策事業

常陸大宮市

　 営農改善について農業者への啓発を行い、事業推進を図る。
①農業用水を有効利用するための推進活動
　（営農推進講演会の開催）
②畑地かんがいを利用した産地育成のための推進活動
　（現地研修会の実施）
③畑地かんがい営農モデル実証展示事業

対策資本金の造成・管
理，農家負担軽減対策
事業に係る助成金交付

全体事業に占める割合

　 那珂川沿岸土地改良事業の推進活動を行う那珂川沿
岸農業水利事業推進協議会に対し、同事業の円滑な進
捗を図り、食料供給力を向上させる農業生産基盤の整備
を推進するための活動経費を助成する。

事　　　業　　　名

茨城県

４団体

全体割合

公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会

［法人の概要］

公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会

全体事業に占める割合

事業１

　 那珂川沿岸土地改良事業により整備される施設の管理
運営主体となる那珂川沿岸土地改良区に対し、造成され
た施設の適正な管理に向けた体制整備に要する経費等
を助成する。

全体事業に占める割合

所　　   在   　　地

資本金（基本財産）

水戸市中河内町９５８番地の１

理事長　鈴木 昭　（非常勤）

ホームページＵＲＬ

農林水産部農地局農地整備課

029-227-0311

mn.nakagawaengan@ai.wakwak.com

代　　表　　者　　名

年度令和
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公益法人等会計用

[経営状況] 公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会 (単位：千円）　
増減数

2,441
基本財産運用益 0
事業収益 0
受取補助金等 △ 399
その他収益 2,840

経常費用 3,878
事業費 3,252
管理費 626

うち役員人件費 46
うち職員人件費 200

△ 133,066
△ 134,503

0
0
0
0

一般正味財産増減額 △ 134,503

△ 1,242,270

32,050
32,965

△ 2,238
35,203

914
393

0
521

0
32,050

△ 16,893

補助金 32
委託料 0

0
その他（分担金・負担金・出捐金等） 0

合　　　計 32
財政的関与の割合（％） △ 1.0

0
0

合　　　計 0

増減P
2.4

△ 2.5
△ 3.4

3.0
△ 6315.4

0.0

［組織］

　 県派遣 県OB 　 県派遣 県OB 　 県派遣 県OB

常勤理事・監事 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
非常勤理事・監事 17 3 0 17 3 0 17 3 0 0

計 18 3 1 18 3 1 18 3 1 0
管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般職 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
嘱託・臨時職員等 1 1 1 0

計 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0

千円

千円

経常外収益

評価損益等

25,132
45,797

12,042

16,788

経常外費用

指定正味財産増減額

経常外増減額

8,659

9,671

114,978

29,009 22,081

9,365

0

36

0

0

7,604

１名のため個人情報となる給与は非公開

12,042

8,126,450

17,255

25,333
17,151 17,777

0

比較対象が違うため△ 19,525
比較対象が違うため

9,871

増減理由

0

プロパー職員平均給与（年額）

常勤役員平均報酬(年額)
１名のため個人情報となる報酬は非公開

増減数

52.7%

国債の市場価格変動による701,563

備　考

11,269

0

7,109

0

8,158,500

4331.8%

7,109

8,170,467

698
0

11,967

30,236
8,140,231

平成30年度 令和1年度

0

18.6%

0

増減理由

比較対象が違うため
比較対象が違うため

農家負担軽減交付金の増による

10,748

39,232

116,173

0

0

32,474

305

8,740

8,158,500

農家負担軽減交付金の増による

0

0
0

40.6%

7,043
0

0
0

7,077
0

33,687
6,694,488

0

51,575
6,717,627

17.6%

0
0

41.2%
57.0%
43.7%

0

0

203,091 1,293,845

貸付金

損失補償・債務保証契約に係る債務残高（期末）

602,283
6,717,627

7,077

固定負債

0

固定資産
負債合計

正味財産期末残高

10,227

8,137,502

8,105,028

流動負債

114,978

うち長期借入金

321

一
般
正
味
財
産

6,728,175

718,456

0

流動資産

8,126,450

10494.4%
0.0%

流動資産／流動負債　

64.1%

58.4%

管理費比率 管理費／経常費用
59.5%

44.0%

認定法第15条に定める率

36.7%
36.8%人件費比率

公益目的事業比率

0.0%

49.7%
10647.2%

0.0%

区　　　　　　分

12,042
0

8,341

平成30年度

△ 19,525

令和1年度
38,037 40,478

平成29年度

0 00法人税・住民税・事業税
36

45,833

7,490

0

20,095

7,650

△ 16,893

43,110正
味
財
産
増
減
計
算
書

経常増減額

資産合計

11,053

経常収益

0

平成29年度

0

0

0

0

主要経営指標 算式等

15.4%

借入金残高（期末）

県
財
政
関
与
状
況

貸
借
対
照
表

基本財産充当額
正味財産合計

10,548

0

7,043

0

0

0うち短期借入金

歳46.0

平均年齢50代 合計

10

60代

平成30年度

30代 40代

令和2年令和1年

年
当
期

プロパー職
員平均勤続

年数 0 1 00

常勤職員（嘱
託・臨時職員を
除く）の年齢構
成

～20代

７月１日現在の人数

流動比率

役員

　

職員

25.0

借入金比率

人件費／経常費用
自己収益額／経常収益自己収益比率

借入金残高／負債・正味財産合計
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公益法人等会計用
公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会

警　戒　指　標

今後の事業展開の方向

　那珂川沿岸地域に不足している農業用水を供給するため、国営那珂川沿岸農業水
利事業及び関連かんがい排水事業が平成４年より実施されている。
　これらの事業は、用水の供給と併せ農地の基盤整備を実施することで、農業生産
性の向上や用水を活用した高収益な農業の確立を目指している。
　当協会としても、事業が早期に完了して効果が発現できるよう、国・県等関係機
関へ働きかけていくとともに、中・長期計画に基づいた各種事業を着実に実施し、
農家負担軽減対策及び畑地かんがいを活用した産地育成のための推進に努めてい
く。

　那珂川沿岸地域の農
業生産基盤を強化し、
本県農業の持続的かつ
健全な発展を図り、
もって国民への安定的
な食糧供給の確保並び
に耕作放棄の防止な
ど、国土の保全に寄与
することを目的とし、
各種事業の推進を行う
ものであり、協会の目
的に適合している。

［評点集計］

効率性 10

組織運営健全性

評価の視点

目的適合性 18

16

14

［法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）］

目的適合性 計画性 組織運営健全性

財務健全性

得点率

90%

80%

70%

17

95

16

75

9

46 79%

20

20

計画性

10

評価項目数

9

8

評点

合計

11 18

満点

61%

94%

《評価の視点》

　協会の定款に規定す
る各種事業については
中・長期計画に基づ
き、毎年度の事業計画
を作成し理事会・評議
員会にて審議・議決の
うえ，計画的に実施し
ている。

　少人数による組織
運営ではあるが、各
自が協会の目的を十
分に意識・理解した
うえで積極的に研修
等に参加し、適正に
職務を遂行してい
る。
　また、公認会計士
と契約し、会計・経
理業務について随時
指導を受けている。

組織運営健全性

組織、人事、財務等の内部管理
体制が適切に整備･運用され、か
つ情報公開による透明性の確保
が適切か

目的適合性

計画性

組織の管理運営上における人
的・物的な経営資源が有効活用
されているか

効率性

法人が行っている事業と当初の
設立目的が適合しているか

経営目的、経営方針が各種計画
に反映され、計画・実行・見直
しが行われているか

財務健全性

　最少人数の中で効
率的な運営に努めて
いる。
　また、法人資産に
ついては、金利動向
を踏まえて安全かつ
有利な有価証券を取
得し、効率的な運用
を行っている。

　協会の設立時と比較
し、社会・経済状況は
未だ金利が低迷してい
る状態にあるが、国債
等安全な有価証券での
運用を行い、限られた
予算の中で適正な事務
執行に努力している。

法人の財務体質が健全である
か、また、各事業の採算性がと
れているか

財務健全性効率性

0%

20%

40%

60%

80%

100%
目的適合性

計画性

組織運営の健全性効率性

財務の健全性

経営評価
ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ
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［法人担当課の意見］

1

2

1

2

1

2

［総合評価］

区分

2.5% 16647 647 16

2.2% 1.0

1,294

効
率
性

職員一人当たりの当期正
味財産増減額

百万
円

101

総資本利益率 ％ 3.3

2.5%健
全
性

当期正味財産増減額
百万
円

203 32

平均目標達成度 27.7%

総合的所見等
に係る対応

　国営那珂川沿岸農業水利事業等の早期効果発現に向けて、営農推進講演会など啓
発事業を着実に実施するとともに、その内容をホームページに掲載するなど、引き
続き広報活動の推進について指導していく。
　基金については、償還対策検討会で協議し、令和元年度以降は市場金利の動向に
影響を受けない令和６年度末までに満期を迎える債券を購入しているところであ
り、今後も安全かつ効率的な基金の運用が図られるよう指導していく。

効率性 財務健全性

総合的所見等

　平成３１年２月に策定した現行の中期計画に基づき、国営那珂川沿岸農業水利事
業等の早期効果発現のため、ホームページを活用するなど、引き続き効果的な広報
ＰＲ事業等を推進されたい。
　基金については、国債等の債券で運用されているが、その中で多くを占める国債
については満期保有目的ではないため市場金利の動向に大きく影響を受けることか
ら、償還対策検討会において運用計画の検討・協議を行い、安全かつ効率的な基金
の運用に努められたい。

取組みを強化すべき視点 目的適合性 計画性 組織運営健全性

17.3 18.0 0.4

1,294 32

1

H30実績

33.3% 3

農家負担金の軽減のため
の基金積立と造成

百万
円

6,082 7,376 7,576 7,427

単位 H29実績 R2目標値

98.0% 7,627

法人担当課の意見

　中・長期計画に基づき、土地改良事業の早期効果発現と地元負担金の円滑な償還を目指し
て、引き続き事業を着実に実施できるよう指導していく。
　また、昨今は経営状況が概ね良好とされていることから引き続き適切な協会運営に取り組
むよう指導していく。

R1実績 達成度(%)

［経営目標］

指　　標　　名

財務健全性
　那珂川沿岸農業水利
事業の推進等を目的と
して設立されて以来、
法人の設立目的に沿っ
た事業を展開してい
る。

　中・長期計画に基づ
き、毎年度着実に事業
が実施され、最終目標
の達成に向けて、事業
を計画的に進められる
よう指導していく。

　組織運営上の重要な
意思決定は理事会で決
議され、事業内容は随
時ＨＰで公表するなど
透明性の高い組織と
なっている。また、会
計・経理業務は、公認
会計士による指導を受
けており、健全な組織
運営に努めている。

　業務を効率的、効
果的に進めること
で、管理費の抑制に
努めるとともに、業
務に必要な知識を取
得する機会を拡大す
るなど、職員の資質
向上を図るよう指導
していく。

　組織の公益性を考慮
し、収支が均衡した適
正な運営に努めるこ
と。また、積立金を確
実に増やしていくため
に、安全かつ計画的な
運用を実施していくよ
う指導していく。

目的適合性

R1目標値

経
営
目
標

事
業
成
果

用水営農推進のための研
修会・講演会の開催

回 3 3 3

計画性 組織運営健全性 効率性

改善の余地あり概ね良好 大いに改善を要する改善措置が必要
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